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１  目的・用語・自動車の種別

１ 車両法の目的
［過去出題例］
１．この法律は、道路運送車両に関し、（①）についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の

防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の（②）の健全な発達

に資することにより、（③）を増進することを目的とする。［R7.2］

２�．この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての（①）等を行い、並びに安全性の確保及び（②）

の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な

発達に資することにより、（③）を増進することを目的とする。［R7.1］

３�．この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の

防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発

達に資することにより、公共の（　）を増進することを目的とする。［R6.2］

４�．この法律は、道路運送車両に関し、（①）についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び（②）

の防止その他の（③）の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全

な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。［R6.1］

５�．この法律は、（①）に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止そ

の他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の（②）の健全な発達に資す

ることにより、公共の（③）を増進することを目的とする。［R5.2］

６�．この法律は、道路運送車両に関し、（　）についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の

防止その他の（　）の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な

発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。［R5.1］

７�．この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての（①）等を行い、並びに安全性の確保及び公害

の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の（②）の健全な発

達に資することにより、公共の（③）を増進することを目的とする。［R4.2］

８�．この法律は、道路運送車両に関し、（①）についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の

防止その他の（②）の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な

（③）に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。［R4.1］

９�．この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに（①）性の確保及び（②）

の防止その他の環境の保全並びに（③）についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全

な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。［R3.2］

10�．この法律は、道路運送車両に関し、（①）についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の

防止その他の環境の保全並びに（②）についての技術の（③）を図り、併せて自動車の整備事業の健

全な（④）に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。［R3.1］

◎正解 １…①所有権 /②整備事業 /③公共の福祉：２…①公証 /②公害 /③公共の福祉：３…福祉：
４…①所有権 /②公害 /③環境：５…①道路運送車両 /②整備事業 /③福祉：６…所有権 /環境：
７…①公証 /②整備事業 /③福祉：８…①所有権 /②環境 /③発達：９…①安全 /②公害 /③整備：
10…①所有権 /②整備 /③向上 /④発達
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［関係法令］
◆車両法◆第１条（この法律の目的）
１�．この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止そ
の他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資するこ
とにより、公共の福祉を増進することを目的とする。
▷「公証」行政上、特定の事実又は法律関係の存在をおおやけに証明すること。
▷「資する」助けとなる。役立つ。
▷「公共の福祉」社会全体に共通する幸福・利益。
▷毎年必ず出題！全文を覚える！

２ 用語の定義
［過去出題例］
１�．この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び（　）をいう。［R7.2］

２�．この法律で「道路運送車両」とは、（　）、原動機付自転車及び（　）をいう。［R4.1］

３�．この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若

しくは（　）を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具

であって、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。［R7.1］

４�．この法律で「自動車」とは、（　）により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若

しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具で

あって、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。［R6.1］

５�．この法律で「（　）」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若し

くは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具で

あって、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。［R5.2］

６�．この法律で「自動車」とは、（　）により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若

しくは架線を用いないもの又はこれにより（　）して陸上を移動させることを目的として製作した用具

であって、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。［R5.1/R3.1］

７�．二輪を有する原動機付自転車のうち、最高出力が（　）kW以下であって総排気量が 0.125ℓ以下のも

のは、第一種原動機付自転車とする。［R7.2］

８�．二輪を有する原動機付自転車のうち、最高出力が 4.0kW以下であって総排気量が 0.125ℓ以下のもの

は、第（　）種原動機付自転車とする。［R7.1］

９�．この法律で「（①）」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具

で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作し

た用具であって、政令で定めるものをいう。

	　この法律で「運行」とは、（②）又は（③）を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当

該装置の用い方に従い用いること（道路以外の場所のみにおいて用いることを除く）をいう。［R6.2］

10�．この法律で「（　）」とは、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装

置の用い方に従い用いること（道路以外の場所のみにおいて用いることを除く）をいう。［R7.2］

11�．この法律で「運行」とは、（　）又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該

装置の用い方に従い用いること（道路以外の場所のみにおいて用いることを除く）をいう。［R3.2］

◎正解 １…軽車両：２…自動車 /軽車両：３…架線：４…原動機：５…自動車：６…原動機 /牽引：７…４：
８…一：９…①軽車両 /②人 /③物品：10…運行：11…人
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［関係法令］
◆車両法◆第２条（定義）
１．この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
２�．この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは
架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であって、次項
に規定する原動機付自転車以外のものをいう。

３�．この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令［施行規則第１条］で定める総排気量又は定格出力を有する
原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれに
より牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。
▷�総排気量が 0.050ℓ以下（二輪を有するものであって、最高出力が 4.0kW以下のものにあっては、0.125ℓ以下）又は定格
出力が 0.60kW以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他のものを第二種原動機付自転車とする。

４�．この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌
条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具で
あって、政令で定めるものをいう。

５�．この法律で「運行」とは、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い
方に従い用いること（道路以外の場所のみにおいて用いることを除く）をいう。

３ 自動車の種別（法令）
［過去出題例］
１�．この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、

自動車の大きさ及び（　）並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で

定める。［R6.2］

２�．道路運送車両法に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車

の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は（　）を基準として国土交通省

令で定める。［R5.2］

３�．道路運送車両法に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車

の別は、自動車の（　）及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は（　）を基準として国土交通省

令で定める。［R5.1］

４�．道路運送車両法に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車

の別は、自動車の大きさ及び（　）並びに原動機の種類及び総排気量又は（　）を基準として国土交通

省令で定める。［R3.2］

５�．道路運送車両法に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車

の別は、自動車の大きさ及び構造並びに（　）の種類及び総排気量又は（　）を基準として国土交通省

令で定める。［R3.1］

◎正解 １…構造：２…定格出力：３…大きさ /定格出力：４…構造 /定格出力：５…原動機 /定格出力

［関係法令］
◆車両法◆第３条（自動車の種別）
１�．この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動
車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令［施行規則第２条］
で定める。
▷�自動車は、「大きさ」「構造」「原動機の種類」「総排気量又は定格出力」を基準として、「普通」「小型」「軽」「大特」「小特」
の５種類に分類される。
▷�自動車の種別に大型自動車は定義されていない。
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４ 自動車の種別（別表第１）
［過去出題例］
１�．次の表は、施行規則第２条で定める別表第１から抜粋したものです。令和７年に製作された自動車に

ついて、表中の（　）の中に入る適切な字句または数字を記入しなさい。［R7.2］

自動車の
（①）

自動車の構造及び原動機
自動車の大きさ

長さ 幅 高さ

小型
自動車

四輪以上の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが右欄に該
当するもののうち軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以
外のもの（内燃機関を原動機とする自動車（（②）を燃料とする自
動車及び天然ガスのみを燃料とする自動車を除く）にあっては、そ
の総排気量が 2.00ℓ以下のものに限る）

（③）m
以下

1.70m
以下

2.00m
以下

二輪自動車（側車付二輪自動車を含む）及び三輪自動車で軽自動車、
大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの

軽
自動車

二輪自動車（側車付二輪自動車を含む）以外の自動車及び被けん引
自動車で自動車の大きさが右欄に該当するもののうち大型特殊自動
車及び小型特殊自動車以外のもの（内燃機関を原動機とする自動車
にあっては、その総排気量が 0.660ℓ以下のものに限る）

3.40m
以下

1.48m
以下

（④）m
以下

二輪自動車（側車付二輪自動車を含む）で自動車の大きさが右欄に
該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの
（内燃機関を原動機とする自動車にあっては、その総排気量が（⑤）
ℓ以下のものに限る）

2.50m
以下

1.30m
以下

2.00m
以下

２�．次の表は、施行規則第２条〔自動車の種別〕別表第１から抜粋したものです。令和７年に製作された

自動車について、表中の（　）の中に入る適切な字句または数字を記入しなさい。［R7.1］

自動車の
種別

自動車の構造及び原動機
自動車の大きさ

長さ 幅 高さ

小型
自動車

（①）以上の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが右欄に
該当するもののうち軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車
以外のもの（内燃機関を原動機とする自動車（軽油を燃料とする自
動車及び（②）のみを燃料とする自動車を除く）にあっては、その
総排気量が 2.00ℓ以下のものに限る）

4.70m
以下

1.70m
以下

（③）m
以下

二輪自動車（側車付二輪自動車を含む）及び三輪自動車で軽自動車、
大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの

軽
自動車

二輪自動車（側車付二輪自動車を含む）以外の自動車及び被けん引
自動車で自動車の大きさが右欄に該当するもののうち大型特殊自動
車及び小型特殊自動車以外のもの（内燃機関を原動機とする自動車
にあっては、その総排気量が 0.660ℓ以下のものに限る）

3.40m
以下

（④）m
以下

2.00m
以下

二輪自動車（側車付二輪自動車を含む）で自動車の大きさが右欄に
該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの
（内燃機関を原動機とする自動車にあっては、その総排気量が 0.250
ℓ以下のものに限る）

（⑤）m
以下

1.30m
以下

2.00m
以下
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２  自動車の装置一般

１ 原動機及び動力伝達装置
［過去出題例］
１�．自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車及び最高速度 20km/h 未満の自動車を除く）

の加速装置は、運転者が操作を行わない場合に、当該装置の作動を自動的に（　）するための独立に作

用する（　）個以上のばねその他の装置を備えなければならない。［R5.2］

◎正解 １…解除 /２

［関係法令］
◆審査規程７－９　原動機及び動力伝達装置・要約
〔性能要件〕　※自動車の製作年月日を問わず、この基準が適用される。

▪�自動車の加速装置は、運転者が操作を行わない場合に、当該装置の作動を自動的に解除するための独立に作用
する２個以上のばねその他の装置を備えなければならない。
▷�二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車及び最高速度 20km/h 未満の自動車を除く。

２ 速度抑制装置
［過去出題例］
１�．次の自動車（最高速度が（①）km/h 以下の自動車、緊急自動車及び被牽引自動車を除く）の原動機は、

速度抑制装置を備えなければならない。［R7.1］

（ｱ	）貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が（②）t 以上又は最大積載量が５t 以

上のもの

（ｲ）（ｱ）の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車

２�．次の自動車（最高速度が 90km/h 以下の自動車、緊急自動車及び被牽引自動車を除く）の原動機は、

速度抑制装置を備えなければならない。［R4.1］

（1	）貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が（①）t以上又は最大積載量が（②）t

以上のもの。

（2）（1）の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車

◎正解 １…①90/②８：２…①８/②５

［関係法令］
◆審査規程７－10　速度抑制装置・要約
〔速度抑制装置が必要な自動車（＊）〕　※装備義務が生じるのは平成６年排ガス以降の規制が適用される自動車であり、次に掲げるもの。

種別 車両総重量又は最大積載量
普通貨物自動車 車両総重量８t 以上又は最大積載量が５t 以上（大型トラック）
＊上表の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車にも装備が必要。
＊最高速度 90km/h 以下の自動車、緊急自動車及び被牽引自動車を除く。
＊離島に使用の本拠の位置を有する大型トラックについては装着が免除される［詳細は省略］。

〔確認ランプと表示〕　※装備義務が生じる平成６年排ガス規制車以降に、この基準が適用される。

①�確認ランプ等が適正に作動すること。ただし、確認ランプ等が装備されていないものにあっては、速度抑制装
置の封印等当該装置の機能を損なう改変を防止する措置が自動車に適正に施されていること。

②��右の標識が車室内の運転者の見やすい位置及び車両の後面に表示されていること（牽引自動車を除く）。

取付場所 形状 文字の高さ 色彩
車両の後面 直径 130mm以上の円 25mm以上 文字を黒色、

地を黄色車室内 直径 30mm以上の円 ７mm以上

独立行政法人自動車技術総合機構審査事務規程 

7-10,8-10速度抑制装置（最終改正：第---次） 

1 / 4 

第 7章 新規検査、予備検査、継続検査又は構造等変更検査 第 8章 新規検査、予備検査、継続検査又は構造等変更検査 

（改造等による変更のない使用過程車） 

77--1100  速速度度抑抑制制装装置置  

77--1100--11  装装備備要要件件  

（1）次の自動車（最高速度が 90km/h以下の自動車、緊急自動

車及び被牽引自動車を除く。）の原動機は、速度抑制装置

を備えなければならない。（保安基準第 8 条第 4項関係） 

① 貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両

総重量が 8t以上又は最大積載量が 5t以上のもの 

② ①の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽

引自動車 

（2）（1）に係る自動車について、改造等により最高速度が

90km/h 以下となった場合であって、次に掲げる改造のよ

うに改造の方法が別添 4「改造自動車審査要領」別表第 1

に規定する範囲の改造に該当しないときは、当該自動車

は、（1）の「最高速度が 90km/h 以下の自動車」に該当し

ないものとする。 

① インジェクションポンプ・ガバナ部等の調整 

② アクセルペダルのストッパーボルトの改造又はレ

バー比の変更等 

③ 変速レバーの作動を制限する改造、トランスミッシ

ョンのギアの取外し等のトランスミッションが高速

段に入らない改造 

77--1100--22  性性能能要要件件（（書書面面等等にによよるる審審査査））  

（1）7-10-1 の速度抑制装置は、自動車が 90km/h を超えて走

行しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の

制御を円滑に行うことができるものとして、速度制御性能

等に関し、書面等その他適切な方法により審査したとき

に、細目告示別添 1「大型貨物自動車の速度抑制装置の技

術基準」に適合するものでなければならない。（保安基準

第 8 条第 5 項関係、細目告示第 10 条第 2 項関係、細目告

示第 88条第 2 項関係） 

（2）指定自動車等に備えられている速度抑制装置と同一の構

造を有し、かつ、同一の位置に備えられた速度抑制装置で

あって、次の基準に適合するものは、（1）の基準に適合す

るものとする。 

 

① 確認ランプ等が適正に作動すること。 

ただし、確認ランプ等が装備されていないものにあ

っては、速度抑制装置の封印等当該装置の機能を損な

う改変を防止する措置が自動車に適正に施されてい

ること。 

② 次の標識が車室内の運転者の見やすい位置及び車

両の後面（牽引自動車を除く。）に表示されているこ

と。 

 
（備考） 

ア 形状は、車両の後面に表示するものについては

直径が 130mm 以上の円、車室内に表示するものに

ついては直径が 30mm以上の円とする。 

 

イ 文字の高さは、車両の後面に表示するものにつ

いては 25mm、車室内に表示するものについては

88--1100  速速度度抑抑制制装装置置  

88--1100--11  装装備備要要件件  

（1）次の自動車（最高速度が 90km/h以下の自動車、緊急自動

車及び被牽引自動車を除く。）の原動機は、速度抑制装置

を備えなければならない。（保安基準第 8 条第 4項関係） 

① 貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両

総重量が 8t以上又は最大積載量が 5t以上のもの 

② ①の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽

引自動車 

（2）（1）に係る自動車について、改造等により最高速度が

90km/h 以下となった場合であって、次に掲げる改造のよ

うに改造の方法が別添 4「改造自動車審査要領」別表第 1

に規定する範囲の改造に該当しないときは、当該自動車

は、（1）の「最高速度が 90km/h 以下の自動車」に該当し

ないものとする。 

① インジェクションポンプ・ガバナ部等の調整 

② アクセルペダルのストッパーボルトの改造又はレ

バー比の変更等 

③ 変速レバーの作動を制限する改造、トランスミッシ

ョンのギアの取外し等のトランスミッションが高速

段に入らない改造 

88--1100--22  性性能能要要件件  

8-10-1の速度抑制装置は、自動車が 90km/hを超えて走行

しないよう燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御

を円滑に行うことができるものとして、速度制御性能等に関

し、書面、視認その他適切な方法により審査したときに、次

の基準に適合するものでなければならない。（保安基準第 8

条第 5項関係、細目告示第 166条第 2項関係） 

 

 

① 平成 15 年 9 月 1 日以降に製作された自動車及び平成

15年 8 月 31日以前に製作された自動車（確認ランプ等

が装備されている自動車に限る。）にあっては、次に掲

げる基準に適合すること。（細目告示第 166 条第 2 項第

1号関係） 

ア 確認ランプ等が適正に作動すること。 

ただし、確認ランプ等が装備されていないものに

あっては、速度抑制装置の機能を損なう改変を防止

する封印その他の措置が自動車に適正に施されて

いること。 

イ 次の標識が車室内の運転者の見やすい位置及び

車両の後面（牽引自動車を除く。）に表示されてい

ること。 

 
（備考） 

（ｱ）形状は、車両の後面に表示するものについ

ては直径が 130mm以上の円、車室内に表示す

るものについては直径が 30mm 以上の円とす

る。 

（ｲ）文字の高さは、車両の後面に表示するもの

については 25mm、車室内に表示するものに

 

速速度度抑抑制制  

装装置置付付  

 

速速度度抑抑制制  

装装置置付付  
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３ 空気入ゴムタイヤ
［過去出題例］
１�．軽合金製ディスクホイールであって、専ら乗用の用に供する自動車（乗車定員 11 人以上の自動車、

二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く）、二輪自動車、側車付二輪自動車又は車両総重量（①）t 以

下であり、かつ、最大積載量が（②）kg 以下の普通自動車、小型自動車及び軽自動車（専ら乗用の用

に供する乗車定員 10 人以下の自動車、二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く）である場合、細目告

示別添２「軽合金製ディスクホイールの技術基準」に基づく JWLマークが鋳出し又は刻印により表示

されており、かつ、損傷がないものは、「堅ろう」であるものとする。［R7.2/R5.2］

２�．最高速度 120km/h の普通乗用自動車に備える空気入ゴムタイヤ（ラグ型タイヤを除く）の接地部は

滑り止めを施したものであり、滑り止めの溝は、タイヤの接地部の全幅にわたり滑り止めのために施さ

れている凹部（サイピング、プラットフォーム及びウエア・インジケータの部分を除く）のいずれの部

分においても（　）mm以上の深さを有すること。［R7.2/R4.1］

３�．普通乗用自動車（最高速度 280km/h）の空気入ゴムタイヤの接地部の全幅（ラグ型タイヤにあっては、

空気入ゴムタイヤの接地部の左右の最外側から中心方向にそれぞれ全幅の４分の１）にわたり滑り止め

のために施されている凹部（サイピング、プラットフォーム及びウエア・インジケータの部分を除く）

の深さを全周にわたり測定したところ最小値が 0.8mm、最大値が 1.6mm であったので、保安基準に適

合するものと判断した。［R5.2］

４�．自動車の走行装置のうち空気入ゴムタイヤは、亀裂、（　）層の露出等著しい破損のないものである

こと。［R5.1］

◎正解 １…①3.5/ ② 500：２…1.6：３…×：４…コード

［関係法令］
◆審査規程７－11　走行装置・要約
〔軽合金製ホイールのマークとその適否〕　※自動車の製作年月日を問わず、この基準が適用される。

マークの種別
乗用自動車 貨物自動車
乗車定員 車両総重量 3.5t 以下

かつ最大積載量 500kg 以下
車両総重量 3.5t 超

又は最大積載量 500kg 超10 人以下 11 人以上
① JWL ○ × ○ ×
② JWL-T ○ ○ ○ ○
③SAE ○ ×（＊） ○ ×（＊）
④メーカー記号 ○ ○ ○ ○

＊車両総重量 4.54t 以下であれば○

〔タイヤの溝の深さ〕　※自動車の製作年月日を問わず、この基準が適用される。

測定箇所 種別 基準
①接地部の全幅の凹部
②�ラグ型タイヤは左右最外側から中心方向にそれぞれ全幅の４分の１の凹部
③�サイピング、プラットフォーム及びウエア・インジケータの部分を除く。

下記以外の自動車 1.6mm以上
二輪自動車及び
側車付二輪自動車

0.8mm以上

〔亀裂〕　※自動車の製作年月日を問わず、この基準が適用される。

▪�自動車の空気入ゴムタイヤは、次の基準に適合するものでなければならない。
　◎�亀裂、コード層の露出等著しい破損のないものであること。
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［関係法令］
◆審査規程７－14　施錠装置・要約
〔装備要件（＊）〕　※この基準は、平成 18年７月１日（軽自動車は平成 20年７月１日）以降に製作された自動車に適用される。

種別 乗車定員 車両総重量 装備 施錠装置が必要となる装置
乗用 11 人以上 － 不要 －

10 人以下 － 要 原動機、動力伝達装置、走行装置、変速装置、かじ取装置又は制動装置
二輪 － － 要 原動機、動力伝達装置、走行装置、変速装置、かじ取装置
貨物 － 3.5t 超 不要 －

－ 3.5t 以下 要 原動機、動力伝達装置、走行装置、変速装置、かじ取装置又は制動装置

＊被牽引自動車を除く（施錠装置不要）。

６ 制動装置
［過去出題例］＊制動力の計算問題は第３章に収録。
１�．専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員 10 人未満のものには、走行中の自動車が確実かつ安

全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に保持で

きるものとして、独立に作用する（　）系統以上の制動装置を備えなければならない。［R7.2］

２�．小型乗用自動車のブレーキ系統の配管について、走行中にタイヤと接触した痕跡があったものの、損

傷による液漏れは無く、ブレーキ・テスタを用いて計測した制動力も基準値を満たしていたため、保安

基準に適合しているものと判断した。［R7.2］

３�．普通乗用自動車の主制動装置について、ブレーキ・ホースに損傷があったが、ブレーキ・テスタを用

いて制動力を測定したところ、基準値以上であったので、保安基準に適合しているものと判断した。
［R4.2］

４�．小型貨物自動車のブレーキ・ホースについて、ブレーキ液は漏れていなかったものの、著しくねじれ

て取付けられていたので、保安基準に適合していないものと判断した。［R4.1］

５�．乗車定員 10 人未満の専ら乗用の用に供する自動車に備えられた制動装置について、走行中の自動車

の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置の機能を作動不

能とするための手動装置が明らかに備えられていたが、制動装置は制動力を制御する電気装置を備えて

いたため、保安基準に適合するものと判断した。［R6.2］

６�．平成 28 年 10 月に製作された被牽引自動車で主制動装置の装備が省略されていたが、車両総重量が

750kg 以下で、当該被牽引自動車を牽引する牽引自動車の車両重量の２分の１を当該被牽引自動車の車

両総重量が超えなかったので、保安基準に適合するものと判断した。［R5.1］

◎正解 １…２：２…×：３…×：４…○：５…×：６…○

［関係法令］
◆審査規程７－16　乗用車の制動装置・要約
〔装備要件〕　※自動車の製作年月日を問わず、この基準が適用される。

▪�専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員 10 人未満のものには、走行中の自動車が確実かつ安全に減速
及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、
独立に作用する２系統以上の制動装置を備えなければならない。

〔基準に適合しない制動装置〕　※自動車の製作年月日及び乗用自動車・貨物自動車を問わず、この基準が適用される。

①�ブレーキ系統の配管又はブレーキ・ケーブル（配管又はブレーキ・ケーブルを保護するため、配管又はブレーキ・
ケーブルに保護部材を巻きつける等の対策を施してある場合の保護部材は除く）であって、ドラッグ・リンク、
推進軸、排気管、タイヤ等と接触しているもの又は走行中に接触した痕跡があるもの若しくは接触するおそれ
があるもの
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　　　①�運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲（＊３）に係る部分にあっては、他の自動車、歩行者等
　　　②�前面ガラス開口部の実長の 20％以内の範囲及び側面ガラスのとびら等より上方の窓ガラスにあっては、交通信号機
　　　③とびら等の下部の窓ガラス及び④にあっては、歩行者等
＊３：�「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲」とは、次に掲げる範囲以

● ●

外の範囲とする。
　　　①前面ガラス開口部の上部 20％以内の範囲
　　　②側面ガラスのとびら等より上方の窓ガラス
　　　③とびら等の下部の窓ガラス
　　　④�上記③に掲げるもののほか、乗車定員 11 人以上の自動車及びその形状が乗車定員 11 人以上の自動車の形状に類する自

動車の側面に設けられたとびらの窓ガラスのうち、運転者席の座面を含む水平面より下方の範囲
＊４：窓ガラスに一部又は全部が接触又は密着している状態を含む。

運転者席より後方の座席等の側面ガラス等（＊１）

運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲（＊３）

⇒透明である（他の自動車、歩行者等を確認できる）こと（＊２①）

⇒可視光線透過率70％以上であること（表中⑪）

前面ガラス開口部の上部20％以内の範囲（＊３①）

⇒透明である（交通信号機を確認できる）こと（＊２②）

５  自動車の騒音・排ガス関係

１ 騒音防止装置（消音器）
［過去出題例］
１�．（　）を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に抑止することができるものとして、構造、騒

音防止性能等に関し告示で定める基準に適合する消音器を備えなければならない。［R5.2］

２�．内燃機関を原動機とする自動車が備える消音器が騒音の発生を有効に抑止するものとして構造、騒音

防止性能等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなけれ

ばならない。［R7.2］

（ｱ	）消音器の全部又は（①）が取外されていないこと。

（ｲ	）消音器本体が切断されていないこと。

（ｳ	）消音器の内部にある騒音低減機構が除去されていないこと。

（ｴ	）消音器に破損又は（②）がないこと。

（ｵ	）消音器の騒音低減機構を容易に除去できる構造（一酸化炭素等発散防止装置と構造上一体となって

いる消音器であって、当該一酸化炭素等発散防止装置の点検又は整備のために分解しなければならな

い構造のものを除く）でないこと。

３�．内燃機関を原動機とする自動車が備える消音器が騒音の発生を有効に抑止するものとして構造、騒音

防止性能等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなけれ

ばならない。［R6.2］

（ｱ	）消音器の全部又は一部が取外されていないこと。

（ｲ	）消音器本体が切断されていないこと。

（ｳ	）消音器の内部にある（①）が除去されていないこと。

（ｴ	）消音器に破損又は（②）がないこと。

（ｵ	）消音器の（①）を容易に除去できる構造（一酸化炭素等発散防止装置と構造上一体となっている消

音器であって、当該一酸化炭素等発散防止装置の点検又は（③）のために分解しなければならない構

造のものを除く）でないこと。
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４�．内燃機関を原動機とする自動車が備える消音器が騒音の発生を有効に抑止するものとして構造、騒音

防止性能等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなけれ

ばならない。［R4.2］

（1）消音器の全部又は（①）が取外されていないこと。

（2）消音器本体が（②）されていないこと。

（3）消音器の内部にある騒音低減機構が除去されていないこと。

（4）消音器に破損又は腐食がないこと。

（5	）消音器の騒音低減機構を容易に除去できる構造（一酸化炭素等発散防止装置と構造上一体となって

いる消音器であって、当該一酸化炭素等発散防止装置の点検又は整備のために分解しなければならな

い構造のものを除く）でないこと。

５�．令和７年１月に製作された内燃機関を原動機とする小型二輪自動車について、消音器を確認したとこ

ろ、消音器の内部にある騒音低減機構が除去されていたが、近接排気騒音の基準に適合していたため、

保安基準に適合しているものと判断した。［R7.1］

６�．令和６年１月に製作された内燃機関を原動機とする小型二輪自動車について、消音器を確認したとこ

ろ、消音器の内部にある騒音低減機構が除去されていたが、近接排気騒音を規定に従って適切に測定し

たところ、測定値が規制値を超えなかったので、保安基準に適合するものと判断した。［R6.1］

７�．内燃機関を原動機とする二輪の小型自動車について、消音器の一部が取外されていたが、近接排気騒

音を規定に従って適切に測定したところ、測定値は規制値を超えなかったので、保安基準に適合するも

のと判断した。［R5.1］

８�．内燃機関を原動機とする自動車の消音器本体が長さ１cm程度の亀裂により破損していたが、大きな

騒音を発していたわけではなかったので、保安基準に適合しているものと判断した。［R3.2］

９�．平成 29 年４月に製作された内燃機関を原動機とする普通乗用自動車の消音器（一酸化炭素等発散防

止装置と構造上一体ではない）について、騒音低減機構を容易に除去できる構造であったが、当該機構

をボルト留めで確実に固定していたことから保安基準に適合するものと判断した。［R5.2］

10	．ガソリンを燃料とする小型二輪自動車について、消音器を確認したところ騒音低減機構が溶接によ

り取付けられていたので、消音器の当該構造に関して保安基準に適合しているものと判断した。［R3.2］

◎正解 １…内燃機関：２…①一部 /②腐食：３…①騒音低減機構 /②腐食 /③整備：４…①一部 /②切断：
５…×：６…×：７…×：８…×：９…×：10…○

［関係法令］
◆審査規程７－56　騒音防止装置・要約
〔装備要件〕　※自動車の製作年月日を問わず、この基準が適用される。

▪�内燃機関を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に抑止することができる消音器を備えなければならな
い。

〔消音器の基準〕　※�平成 22年３月 31日以前に製作された自動車については、①～④に適合するものであればよい。

①消音器の全部又は一部が取外されていないこと。
②消音器本体が切断されていないこと。
③�消音器の内部にある騒音低減機構が除去されていないこと。
④消音器に破損又は腐食がないこと。
⑤�消音器の騒音低減機構を容易に除去できる構造でないこと（＊）。ただし、一酸化炭素等発散防止装置と構造上
一体となっている消音器であって、当該一酸化炭素等発散防止装置の点検又は整備のために分解しなければな
らない構造のものを除く。
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＊：�次に掲げるものを除
● ●

き、消音器本体の外部構造及び内部部品が恒久的方法（溶接、リベット等）により結合されていないも
の（例：ボルト留め、ナット留め、接着）は、⑤の規定に適合しない。

接着

断熱パッド
バンド

ボルト

断熱カバー

意匠カバー

ボルト

※消音器本体は

　恒久的結合が必要

【騒音防止性能に影響のない外部構造部品の例】

：性能に影響のないもの
▪�消音器本体に装着されている外部構造部品であって、
それらを取外しても騒音防止性能に影響のないもの
▷�断熱パッドや意匠カバーなどについては溶接、リベットで
なく、ボルト留め等であってもよい。

２ 排出ガス等発散防止装置
［過去出題例］
１�．アンモニア水を用いたNOx 低減装置を備えた自動車について、排気管の開口部から排気流の方向に

50cm 程度離れた位置の排出ガスを鼻に向けて手で煽りながら希釈して嗅いだ際にアンモニア臭が認め

られなかったため、保安基準に適合するものと判断した。［R6.2］

２�．尿素選択還元型触媒システム又はアンモニア水を用いたNOx 低減装置を備えた自動車であって、排

気管の開口部から排気流の方向に 30cm 程度離れた位置の排出ガスを鼻に向けて手で煽りながら希釈し

て嗅いだ際にアンモニア臭が認められたが、規定に基づき排出ガスを正しく測定した結果、規制値を超

えていなかったことから保安基準に適合するものと判断した。［R5.2］

◎正解 １…×：２…×

［関係法令］
◆審査規程７－57　排出ガス等発散防止装置・要約
〔性能要件〕　※自動車の製作年月日を問わず、この基準が適用される。

①�自動車は、運行中ばい煙、悪臭のあるガス又は有害なガスを多量に発散しないものでなければならない。
②�尿素選択還元型触媒システム又はアンモニア水を用いたNOx 低減装置を備えた自動車にあっては、排気管の開
口部から排気流の方向に 30cm 程度離れた位置の排出ガスを鼻に向けて手で煽りながら希釈して嗅いだ際にアン
モニア臭が認められるものは、①の基準に適合しないものとする。

３ 排出ガス等発散防止装置（機能維持）
［過去出題例］
１�．ガソリンを燃料とする普通乗用自動車について、触媒が変更されていたが、公的試験機関が実施した

排出ガスの試験の結果を記載した書面（排出ガス試験結果成績書）の提示があり、その書面から試験自

動車と当該自動車の構造・装置等が同一であり、かつ、当該自動車に適用される排出ガス等発散防止性

能の基準を満足するものであることが確認できたので、当該排出ガス発散防止装置は排気管からの排出

ガス発散防止性能の基準に適合するものと判断した。［R6.1］

◎正解 １…○
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第３章　計算問題

１  ブレーキ・制動力

１ 制動力の判定基準の単位
制動力の判定基準では、単位に「N/kg」が使われている。この単位について解説する。

「N」は力の単位である。１Nは、質量１kg の物体に１m/s２の加速度を生じさせる力と定義されている。

地球の重力加速度は約 9.8m/s２であることから、質量１kg の物体に作用する重力は、１kg × 9.8m/s２＝ 9.8N

ということになる。

一方、「kg」は質量の単位である。自動車については、前軸重や後軸重、車両重量の単位に使われている

（重量の単位は慣習的に「kg」が使われている）。

判定基準の「N/kg」は、重量あたりの制動力ということになる。例えば、１N/kg は重量１kg あたり１N

の制動力であることを表している。仮に自動車の重量が 1000kg であるとすると、制動力は 1000N となる。

この値がどの程度の大きさであるのか、判断する際の目安となるものに、自動車の重力がある。仮に自動

車の制動力と重力が等しいとすると、重量１kg に作用する重力は 9.8N であることから、制動力の割合は

9.8N/kg となる。

自動車の重量に対する制動力の総和の割合は「4.90N/kg」と定められている。9.8N/kg を基準とすると、

50％ということになる。同様に他の割合「3.92N/kg」「1.96N/kg」「0.98N/kg」「0.78N/kg」は、9.8N/kg のそ

れぞれ 40％、20％、10％、８％となる。

制動力の判定基準に「N/kg」を使うことで、重量に応じて一定割合以上の制動力を備えなければならな

い。

２ 制動力の判定基準値
審査事務規程（９－３）では、ブレーキ制動力を次のように規定している。

◆制動力の判定基準（編集部要約）

項　目 制動力の判定基準

主
制
動
装
置

制動力の
総和

制動力の総和を審査時車両状態における自動車の重量で除した値が 4.90N/kg 以上であ
ること。ただし、降雨等の天候条件によりブレーキ・テスタのローラが濡れている場
合には、4.90N/kg を 3.92N/kgに読み替えて適用する。

後輪の
制動力の和

後車輪に係わる制動力の和を審査時車両状態における当該車軸の軸重で除した値が
0.98N/kg 以上であること。

左右の車輪の
制動力の差

左右の車輪の制動力の差を審査時車両状態における当該車軸の軸重で除した値が
0.78N/kg 以下であること。

駐車ブレーキ
制動力の総和を審査時車両状態における自動車の重量で除した値が 1.96N/kg 以上であ
ること。

注：①	審査時車両状態における自動車の各軸重を計測することが困難な場合には、空車状態における前軸重

に 55kg を加えた値を審査時車両状態における自動車の前軸重とみなして差し支えない。

　　②	ブレーキ・テスタのローラ上で前車軸の全ての車輪がロックし、それ以上制動力を計測することが困

難な場合には、その状態で制動力の総和に対し適合するとみなして差し支えない。

　◎	これらの基準のうち、「4.90N/kg 以上」「3.92N/kg 以上」「0.98N/kg 以上」「0.78N/kg 以下」「1.96N/

kg 以上」の数値は完全に暗記しておく必要がある。計算値の適否を判定するために不可欠である。
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◎	「審査時車両状態」は、審査規程１－３（用語の定義）より、空車状態の自動車に運転者１名（55kg）

が乗車した状態である。

◎	注①の内容は、「審査時車両状態」の前軸荷重と後軸荷重を規定したものである。理論的には、運転者

１名（55kg）の荷重が前軸と後軸に分配される割合を求め、空車時の前軸荷重に運転者前軸配分荷重

を加えたものが「審査時車両状態」の前軸荷重であり、また空車時の後軸荷重に運転者後軸配分荷重を

加えたものが「審査時車両状態」の後軸荷重である。しかし、この考えに従って「審査時車両状態」の

前軸荷重と後軸荷重を求めるには、運転者の乗員荷重位置を調べなくてはならない。自動車の荷重は運

転者１名（55kg）の荷重から比べると非常に大きいことから、注①では次のように荷重をみなすと規

定している。

　「審査時車両状態」の前軸荷重＝空車時前軸荷重＋ 55kg

　「審査時車両状態」の後軸荷重＝空車時後軸荷重

◎	この規定により、運転者の乗員荷重位置がわからなくとも、空車時前軸荷重と空車時後軸荷重からブ

レーキ制動力の合否判定が出来るようになる。

	　また、問題を解くに当たっては、①ブレーキ・テスタの状態（乾いている・濡れている）、②計算値の

末尾の処理方法（小数第３位を切り捨て・切り上げ）などに注意する。

２  年度別計算問題

１ 令和７年度　第１回問題
【１】主要諸元が〔表Ａ〕の自家用貨物自動車について、次の（1）～（3）により検査機器等で検査を実施
した結果、〔表Ｂ〕に示す計測値等を得た。

（1	）制動力の測定時の天候条件は、晴天。また、車輪は、ブレーキ・テスタのローラ上でロックしてい

ない状態で測定した。

（2	）前照灯の測定は、すれ違い用前照灯試験機を用いて、カットオフラインを有するすれ違い用前照灯

を測定した。

（3	）当該車両の消音器（排気管を含む。）は指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、

同一の位置に備えられていた。

次の	Ⅰ	～	Ⅲ	の各問に答えなさい。

Ⅰ	　〔表Ｂ〕中の審査時車両状態における軸重（Ａ）、前軸の制動力の左右差（Ｂ）、後軸の制動力の左右

差（Ｃ）及び車両重量（Ｄ）を数値で記入しなさい。

Ⅱ	　〔表Ｂ〕の①～⑤の数値を求め記入しなさい。また、①～⑤の数値を算出した結果、保安基準等に適

合するものは「○」印を、適合しないものは「×」印を記入しなさい。なお、①及び②については小数

第３位の数を切り上げ小数第２位まで記載し、③及び④については小数第３位の数を切り捨て小数第２

位まで記載し、また、⑤については審査事務規程に基づき最大積載量を荷台容積で除した数値を記入し

なさい。

Ⅲ	　〔表Ｂ〕の（ア）～（コ）の各項目について、保安基準に適合しないものをすべて記号で記入しなさ

い。
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〔表Ａ〕主要諸元

初度登録年月 自動車の種別 用途 車体の形状 原動機の最高出力
令和３年５月 小型 貨物 ダンプ 110kW／ 2380rpm
燃料の種類 最高速度 前軸重 後軸重 排出ガス規制の識別記号
軽油 140km/h 1560kg 1260kg ２RG

乗車定員 車両重量 車両総重量 最大積載量 騒音規制
３人 2820kg 4985kg 2000kg 平成 28 年騒音規制車

騒音カテゴリ　N2A1A
近接排気騒音値　85dB

荷台内側長さ 荷台内側幅 荷台内側高さ
3.05m 1.60m 0.35m

〔	表Ｂ〕	 検査機器等による検査 	制動力欄の計測・判定値はN、前照灯の計測・判定値は、すれ違い用で表
示しています。

（ア）

制動力 前照灯 前部霧灯 警音器

右　  5550Ｎ

左　  5470Ｎ

右　  2670Ｎ

左　  1680Ｎ

計　　 15370Ｎ

手動　　 5820Ｎ

（Ｂ）Ｎ

左右差

 ③　N/kg

N/kg
5.34

＝ ⑤

N/kg
④

N/kg

その他

走行テス
ト等の方
法と結果

前
軸

　
　
　
　後
軸

取
付
高
さ

　
　
　

    
光
軸 

　
　
　
　
　
　
　

   

光
度

左

（オ）

cd
149

（ウ）

cm

左・右
（エ）

cm18４

左・右

cm

cm
下

（イ）

cm
8

下

主×100

　　　　cd

主×100

　　　　cd

測定値 測定値測定値 測定値

副×100
（カ）

cd
70

ｍ－１ｍ－１

副×100

cd
聴感・テスタ

速度計の誤差　　　排気騒音

聴感・テスタ
　   88.0dB

＋・－　（ク）
 　3.0km/h

OBD検査結果 ＣＯ

ＨＣタイヤの振れ

良・否

良・否

サイド・スリップ 黒煙・粒子状物質

イン・アウト 視認・テスタ

ｍ－１

１ ２ ３

（Ｃ）Ｎ

②

N/kg
①

軸重

軸重

（Ｄ）

kg

1260

kg

（Ａ）

kg

左右差

車両重量

cm

右 （キ）

（ケ）

％

99.0dB

（コ）

0.6mm

ｍ－１

ppm

0.012

0.01

77 78

0

最大積載量を荷
台容積で除した
数値

解　説

Ⅰ 
・（Ａ）「審査時車両状態における前軸重」
　〔表Ａ〕及び審査時車両状態の定義（注①）より、次のとおりである。

　審査時車両状態における前軸重Ａ＝前軸重＋ 55kg ＝ 1560kg ＋ 55kg ＝ 1615kg

・（Ｂ）「前軸の制動力の左右差」
　〔表Ｂ〕より、次のとおりである。数値の大きい方から小さい方を引く。

　前軸の制動力の左右差B＝前軸右－左＝ 5550N － 5470N ＝ 80N

・（Ｃ）「後軸の制動力の左右差」
　〔表Ｂ〕より、次のとおりである。数値の大きい方から小さい方を引く。

　後軸の制動力の左右差C＝後軸右－左＝ 2670N － 1680N ＝ 990N
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【１】次の各々の文は、道路運送車両法について述べたものです。次の各問に答えなさい。
Ⅰ　次の文の（　）に当てはまる適切な字句または数字を記入しなさい。

１．法第１条〔この法律の目的〕
　	　この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての（①）等を行い、並びに安全性の確保及び（②）

の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発

達に資することにより、（③）を増進することを目的とする。

２．法第２条〔定義〕

　	　この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若し

くは（④）を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であ

って、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。

３．法第 13 条〔移転登録〕

　	　新規登録を受けた自動車について（⑤）の変更があったときは、新（⑤）は、その事由があった日から

15 日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

４．法第 31 条〔打刻の塗まつ等の禁止〕
　	　何人も、自動車の車台番号又は（⑥）の型式の打刻を塗まつし、その他車台番号又は（⑥）の型式の識
別を困難にするような行為をしてはならない。但し、（⑦）のため特に必要な場合その他やむを得ない場
合において、国土交通大臣の許可を受けたとき、又は法第 32 条の規定による命令を受けたときは、この
限りでない。
５．法第 66 条〔自動車検査証の備付け等〕
　	　自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより（⑧）を表示しなけれ
ば、運行の用に供してはならない。
６．法第 99 条の２〔不正改造等の禁止〕
　	　何人も、法第 58 条第１項の規定により有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は法第 97 条
の３第１項の規定により使用の届出を行っている検査対象外軽自動車について、自動車又はその部分の改
造、装置の取付け又は（⑨）その他これらに類する行為であって、当該自動車が（⑩）に適合しないこと
となるものを行ってはならない。

Ⅱ	　次の文の（　）に当てはまる最も適切な字句を下表から選び、その記号を記入しなさい。なお、同じ記

号を複数回使用してもよい。

１．法第 16 条〔一時抹消登録〕

　	　登録自動車の（①）は、前２条に規定する場合を除くほか、その自動車を運行の用に供することをやめ

たときは、一時抹消登録の申請をすることができる。

２．法第 62 条〔継続検査〕

　	　登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動

車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を（②）して、国土交

通大臣の行う継続検査を受けなければならない。

４－１　 ▽令和７年度第１回　自動車検査員教習修了試問

◎�第４章に収録した過去の試問については、令和８年１月を製作年月と改変し、模範解答及び解説を収
録しています。

第４章　年度別試験問題
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－ 202－

３．法第 67 条〔自動車検査証記録事項の変更及び構造等変更検査〕

　	　自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があったときは、その事由があった日から（③）

以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。ただ

し、その効力を失っている自動車検査証については、これに変更記録を受けるべき時期は、当該自動車を

使用しようとする時とすることができる。

４．法第 97 条の３〔検査対象外軽自動車の使用の届出等〕

　	　検査対象外軽自動車は、その（④）が、その使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に届け出て、（⑤）

の指定を受けなければ、これを運行の用に供してはならない。

イ：運行	 ロ：14 日	 ハ：準用	 ニ：使用者	 ホ：校正	 ヘ：譲渡人	 ト：所有者
チ：車両番号	 リ：型式	 ヌ：製作者	 ル：提示	 ワ：15 日	 カ：30 日	 ヨ：５日
タ：装置	 レ：自動車登録番号	 ツ：管理者	 ネ：２月

	

【２】次の各々の文について、道路運送車両法、道路運送車両法施行規則及び自動車検査業務等実施要領に
照らし、（　）に当てはまる適切な字句または数字を記入しなさい。

１	．次の表は、施行規則第２条〔自動車の種別〕別表第１から抜粋したものです。令和７年に製作された自

動車について、表中の（　）の中に入る適切な字句または数字を記入しなさい。

自動車の
種別

自動車の構造及び原動機
自動車の大きさ

長さ 幅 高さ

普通
自動車

〔略〕

小型
自動車

（①）以上の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが右欄
に該当するもののうち軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊
自動車以外のもの（内燃機関を原動機とする自動車（軽油を燃
料とする自動車及び（②）のみを燃料とする自動車を除く。）に
あっては、その総排気量が 2.00 ℓ以下のものに限る。）

4.70m
以下

1.70m
以下

（③）m
以下

二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。）及び三輪自動車で軽自
動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの

軽
自動車

二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。）以外の自動車及び被け
ん引自動車で自動車の大きさが右欄に該当するもののうち大型
特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの（内燃機関を原動機
とする自動車にあっては、その総排気量が 0.660 ℓ以下のもの
に限る。）

3.40m
以下

（④）m
以下

2.00m
以下

二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。）で自動車の大きさが右
欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以
外のもの（内燃機関を原動機とする自動車にあっては、その総
排気量が 0.250 ℓ以下のものに限る。）

（⑤）m
以下

1.30m
以下

2.00m
以下

大型特殊
自動車

〔略〕

小型特殊
自動車

〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕

２	．自動車検査証の有効期間の満了する日が令和８年１月 31 日の場合、自動車検査証の有効期間の満了す

る日の２月前の日は、令和７年（⑥）となる。
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7.1

R1.1 R1.1

R1.2 R1.2

30.1 30.1

30.2 30.2

29.1 29.1

【１】
Ⅰ

１	．①－公証：②－公害：③－公共の福祉：車両法

１条

２．④－架線：車両法２条２項

３．⑤－所有者：車両法 13 条１項

４	．⑥－原動機：⑦－整備：車両法 31 条

５．⑧－検査標章：車両法 66 条１項

６	．⑨－取り外し：⑩－保安基準：車両法 99 条の

２

Ⅱ

１	．①－ト（所有者）：車両法 16 条１項

２	．②－ル（提示）：車両法 62 条１項

３	．③－ワ（15 日）：車両法 67 条１項

４	．④－ニ（使用者）：⑤－チ（車両番号）：車両法

97 条の３　１項

【２】
１	．①－四輪：②－天然ガス：③－ 2.00：④－ 1.48：

⑤－ 2.50：施行規則２条、別表第１

２	．⑥－ 11 月 30 日：実施要領３－４－ 18（2）

３	．⑦－一（１）：施行規則１条２項

４	．⑧－１：車両法 61 条１項

５．⑨－６月 24 日：施行規則 44 条１項

６．⑩－３：車両法 71 条３項

【３】
Ⅰ

１	．①－リ（1.3）：②－ム（20）：審査規程７－５

－１（3）

２	．③－ト（最外縁）：審査規程７－ 85 －３（1）

③

３	．④－ロ（３分の１）：⑤－ネ（3000）：⑥－ワ（1000）

　：審査規程７－ 79 －３（1）⑤	～	⑦

４	．⑦－イ（昼間）：審査規程７－ 90 －２（1）①

５	．⑧－メ（右）：審査規程７－ 82 －３（1）⑧

６	．⑨－カ（前部霧灯）：審査規程７－ 80 －７－３

（７－ 80 －３（1）①）

７	．⑩－ハ（10）：審査規程７－ 45 －８－１

８	．⑪－ヘ（450）：⑫－ヤ（650）：審査規程７－

36 －３（1）①

Ⅱ

１	．○：審査規程７－ 89 －１（2）

２	．×（上縁の高さは 900mm 以下）：審査規程７－

72 －３（1）④

３	．×（実長の 25％以内⇒ 20％以内、50％⇒ 70％

以上）：審査規程７－ 55 －１（1）⑫、（2）①

４	．○：審査規程７－ 42 － 16 －１－１（1）③エ

（７－ 42 －１－１（1）③エ）

５	．×（600mm ⇒ 450mm 以下）：審査規程７－ 37

－３（1）①

６	．×（背あてを保護仕切りとみなすのは最大積載

量 500kg 以下）：審査規程７－ 41 －９－ 1（７－

41 － 1－１（5）②）

７	．×（乗車定員にかかわらず幼児専用車は要装備）：

審査規程７－ 111 －１⑨

８	．×（「外側方向への突出量 10mm 未満は突出し

ていないものとみなす」という規定は、乗車定員

10 人以上の乗用自動車には適用されない）：審査

規程７－ 28 －１（3）①

【４】
１	．①－曲がり：②－腐食：審査規程１－３

２	．③－後面：審査規程７－ 51 －２（1）①

３	．④－７：審査規程７－ 86 －１

４	．⑤－２分の１：⑥－ 20 分の 11：審査規程７－

28 －１（7）

５	．⑦－ 2.8：⑧－ 20：⑨－ 165：審査規程７－ 28

－１（3）③

６	．⑩－消灯：⑪－垂直：審査規程１－３

７	．⑫－ 90：⑬－８：審査規程７－ 10 －１（1）

８	．⑭－原動機：審査規程７－ 66 －３（1）⑫、⑬

９	．⑮－変速：審査規程７－ 14 －１

【５】※第３章　計算問題（170 ページ）を参照。

▽模範解答
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